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要　約
　本稿では，AI（人工知能）に関するプログラム，データ，及びノウハウの知財戦略と知財保護における課題
について述べる。AI の中で，特に成果をあげているディープラーニングや，ディープラーニングの中で最も
使われることが多いモデルである畳み込みニューラルネットワークについては，既にそのアルゴリズム等の中
心的な部分は開示されているため，新たに特許を取得することは難しい面がある。また，AI に関するノウハ
ウは，基本的には，プログラム等を作成するベンダ側に集まることが多いため，一般的な企業としては，この
ような知見を蓄積していくことは容易ではない。これに対して，データについては，各企業が保護を進めるこ
とが可能である。しかも，大量に集積された情報（ビッグデータ）や，いわゆるAI の利活用による新たなイ
ノベーションの創出の可能性の高まりを受けて，データが企業の競争力の源泉としての価値を増している。そ
のため，AI に関する知財保護については，主にデータについて，営業秘密や限定提供データとして保護する
対策を進めることが重要である。特に，限定提供データは，ビッグデータやAI によるデータの価値の高まり
を受けて創設され，本年7月1日に施行された平成30年改正不正競争防止法で新たに設けられたものであ
るため，各企業において限定提供データとして保護されるための管理措置等を整えていくことが重要である。
また，AI に関する知財についてもオープン・クローズ戦略を検討する必要がある。
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1　はじめに
　AI のうち，特に，ディープラーニングが成果をあ
げ続けている。ディープラーニングは，2012 年の

「ILSVRC（1）」という世界的な画像認識のコンペティ
ションにおいて，初参加であったトロント大学の
Geoffrey Hinton らのチームが，ディープラーニング
の技術を使って，名だたる研究機関が開発した人工知
能を押さえて圧倒的な勝利を収めたことにより，広く
知られるようになった（2）。そして，わずか数年前まで
は，写真に何が写っているかを当てることは，コン
ピュータにとって非常に困難なタスクであったにもか
かわらず，いまや画像認識の精度では，ディープラー
ニングは，人間よりも遙かに高い正解率を達成するに
至っている（3）。
　また，AI のうち，ディープラーニング以外の機械
学習は，ビッグデータの処理等において成果をあげて
いる。
　本稿は，このような AI に関する知財戦略と知財保
護における課題について検討するものである。
　AI に関する知財としては，プログラム，データ，
及び，ノウハウが挙げられる。そこで，以下では，
AI の概念の整理をした上で，AI に関するプログラム，
データ，及び，ノウハウについての保護における課題
と知財戦略についてそれぞれ解説し，最後にまとめを
述べる。

2　AI（人工知能）の概念整理
　「AI（人工知能）」の定義については，「人工的につ
くられた人間のような知能，ないしはそれを作る技
術（4）」，「人為的に人間らしく振る舞うように作られた
装置（又はソフトウェア）（5）」等，様々な説明がなさ
れているが，確立した定義は存在しない。人工知能が
定義できないために，議論が結局は空中戦にとどまる
ことや，実効的な意味がないものになることも多いと
いう指摘もなされているところである（6）。
　「AI」，「機械学習」，「ディープラーニング」の関係
は，図 1の通りである。

　図 1の通り，ディープラーニングは機械学習に含
まれる。
　しかし，機械学習の中でも，ディープラーニング
と，ディープラーニング以外の機械学習とは，その性
質において本質的に異なる点があることに留意すべき
である。
　ディープラーニングは，「古くからニューラルネッ
トワークと呼ばれている技術であるが，特に層が深い
ことを強調した言い方」をしているものである（7）。そ
して，ニューラルネットワークとは，人間の脳の機能
や構造をまねることによって柔軟で有用な情報処理の
実現を目指す情報処理の体系，及び，そのシステムを
いう（8）。
　ディープラーニングにより作成されるプログラム
は，その他の方法で作成されるプログラムと大きな違
いがある。
　ディープラーニングにより作成されるプログラム以
外のプログラムでは，プログラムによって達成するべ
き目的を決めた上で，どのようなルールによって当該
目的を達成するかというルールを人為的に設定し，そ
れをプログラムする必要がある。
　これに対して，ディープラーニングでは，このよう
な人為的設定は不要である。ディープラーニングによ
り作成されるプログラムは，ディープラーニング用の
プログラム（9）に，入力となるデータと，入力データに
対応する回答データ（以下「教師データ」という。）
を用いてディープラーニングを行うことにより作成す
ることができる。
　ディープラーニング以外の機械学習は，与えられた
情報から有用な情報（パラメータ，要素等）を分析的
な手法によって抽出するものである。従って，ディー
プラーニング以外の機械学習は，ディープラーニング
のようにルールの人為的な設定が不要なものではなく，
ルールを人為的に設定して作成するタイプに属する。
　このように，機械学習のうち，ディープラーニング
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【図 1　AI の概念整理】
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と，ディープラーニング以外の機械学習との間には，
本質的に異なる点があることに留意が必要である（10）。

3�　AI に関するプログラムの知財保護における課
題と知財戦略

　プログラムについて発生する知的財産権は，基本的
には特許権と著作権である。そこで，以下，特許権と
著作権について記載する。

　（1）　特許による保護における課題
　ア　ディープラーニングに関するプログラム
　（ア）　ディープラーニングの応用技術についての特許
　まず，前述のとおり，ディープラーニングは，多階
層のニューラルネットワークである。
　ニューラルネットワークは，30 年以上前に提案さ
れ，研究され続けてきているものである（11）（12）。そし
て，実際の脳は，膨大な量の神経細胞がネットワーク
を形成しているため，ニューラルネットワークにおい
ても，層の数を多くすることは誰でも当然に考えてい
たことであり，当然の試みとして行われてきた（13）。
従って，多階層のニューラルネットワークである
ディープラーニングについても，そのアルゴリズム等
の中心的な部分は，既に開示されており，新たに特許
を取得するには難しい面がある。
　また，ディープラーニングの中で成果をあげている
ものの多くは，ニューラルネットワークの中の 1 つの
モデルである畳み込みニューラルネットワーク

（CNN：Convolutional Neural Network）（以下「CNN」
という。）を用いたものである（14）（15）。
　CNN のルーツは，福島邦彦氏らによって提唱され
たネオコグニトロンにある。生理学の実験から，大脳
視覚野には，図形等の特徴を抽出する単純型細胞と，
特徴の位置が多少ずれても，そのずれを吸収する複雑
型細胞とが，階層的に結合されていると考えられてい
る（16）。福島邦彦氏らは，この点に着目して，1979 年
に，単純型細胞のように特徴を抽出する S 細胞の層
と，複雑型細胞のように情報の位置ずれを吸収する働
きを持つ C 細胞の層を交互に並べた多層の神経回路
であるネオコグニトロンを発表した（17）。その後，
1980 年代に，ネオコグニトロンに対して，ニューラ
ルネットワークにおいて一般的な学習方法である誤差
逆伝播法が適用されるようになった（18）。
　そして，現在の CNN の構造や学習方法は，1980 年

代のものとほとんど変わらない。即ち，ディープラー
ニングが注目されるようになって，改めて CNN が注
目されるようになったといえる（19）。
　このように，CNN は 1980 年代から現在に至るまで
ほとんど変わっていないものであるから，そのアルゴ
リズム等の中心的な部分は，既に開示されており，新
たに特許を取得するには難しい面がある。

　（イ）�　ディープラーニングに用いるデータに特徴を
有する特許

　ディープラーニングについては，入力データ，教師
データとして特徴的なものを選択することにより，特
許を取得するという方法が考えられる。
　上記 2 記載のとおり，ディープラーニング用のプロ
グラムに，入力となるデータと教師データを用いて
ディープラーニングを行うことにより，プログラムを
作成することができる。そこで，入力となるデータと教
師データが特徴的であれば，特許になる可能性がある。
　実際，学習の方法については，単に，「ディープ
ラーニング」，「ニューラルネットワーク」，「CNN」
等と記載されているに過ぎず，特許性があるとしたら
入力となるデータと教師データについてである特許出
願も比較的多い。
　これらの特許出願は，当該データと類似する技術分
野のデータを用いることを記載している先行技術文献
が見つからなければ，実務的に特許として認められる
可能性があるものと思われる。
　その一方で，特に画像データであれば，どの技術分
野のデータであるかを問わず，ディープラーニングが
一定の成果をあげることは既に明らかであるようにも
思われる。それにもかかわらず，単に，ディープラー
ニングに用いるデータの技術分野が異なり，当該技術
分野のデータを用いることが先行技術文献に記載され
ていないという一事を持って，特許として認めるのは
望ましくない面があるようにも思われる。
　特許庁の審査基準においても，ソフトウェア関連発
明における進歩性判断にあたって，「種々の特定分野
に利用されている技術を組み合わせたり，他の特定分
野に適用したりすることは当業者の通常の創作活動の
範囲内のものである。例えば，ある特定分野に適用さ
れるコンピュータ技術の手順，手段等を他の特定分野
に単に適用するのみであり，他に技術的特徴がなく，
この適用によって奏される有利な効果が出願時の技術
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水準から予測される範囲を超えた顕著なものでもない
ことは，進歩性が否定される方向に働く要素となる」
とされている（20）。
　ディープラーニングに用いるデータの技術分野が異
なり，当該技術分野のデータを用いることが先行技術
文献に記載されていないという特許出願が，特許とし
て認められていくのか，拒絶されていくのかは，現時
点では明らかではない。そのため，今後の審査実務が
注目される。

イ�　ディープラーニング以外の機械学習に関するプロ
グラム

　元々，機械学習は，ビッグデータと呼ばれる大規模
データに対する処理（与えられたデータから主として
統計的な処理によって有用な情報を抽出する処理）が
求められるようになった際に，この中の 1 つの数理的
モデルとして位置付けられ，実用と直接に結びついた
学問と考えられるようになったものである（21）。
　ディープラーニング以外の機械学習の種類は多岐に
わたるが，例えば，現在でも性能の高い分類器として
用いられているサポートベクターマシーンも 1990 年
代から用いられているように（22），ディープラーニン
グ以外の機械学習は，これまでに使われてきた機械学
習方法をベースに発展を続けているものであり，近時
において新たな機械学習方法が急激に増えてきたとい
うわけではない。
　従って，ディープラーニング以外の機械学習の多く
のアルゴリズム等の中心的な部分は，既に開示されて
おり，新たに特許を取得するには難しい面がある。
　また，ディープラーニング以外の機械学習は，上記
2 記載のとおり，ディープラーニングのようにルール
の人為的な設定が不要なものではなく，ルールを人為
的に設定して作成するタイプに属する。そのため，上
記ア（イ）のディープラーニングのように，データに
特徴を有する特許出願が急激に増えるというような事
情はないものと思われる。

　（2）　著作権による保護における課題
　AI に関するプログラムについても，他のプログラ
ムと同様に，著作物として保護されうる。
　しかし，著作権法が保護対象としているのは「表
現」であり，アイディアは保護されないため（アイ
ディア / 表現二分論），プログラムのアルゴリズム等

のアイディア部分は保護されないことになる。そし
て，プログラムの著作物の保護範囲を広く捉えると，
実質的にアルゴリズムまで取り込んだアイディア保護
になる可能性があるため，保護範囲は狭く解釈される
傾向にある（23）。
　そのため，もちろん，AI に関するプログラムにつ
いての著作権を保有すること自体は重要であるが，著
作権侵害というためには，相手方のプログラムが，こ
ちらのプログラム著作物に類似していること等を立証
する必要があるため，権利行使等までを考慮すると，
プログラムの著作権を保有しているのみでは不十分な
面があると言わざるを得ない。

　（3）　AI に関するプログラムの知財戦略
　AI に関するプログラムの知財戦略については，大
手 IT 企業等によるオープンソースソフトウェア（以
下「OSS」という。）化の流れを考慮する必要がある。
大手 IT 企業等は，ディープラーニングのフレーム
ワーク，ライブラリ等を OSS として公開している（24）。
　また，上記（1）記載のとおり，ディープラーニン
グ，CNN，ディープラーニング以外の機械学習のア
ルゴリズム等の中心的な部分は，既に開示されてお
り，新たに特許を取得するには難しい面がある。
　さらに，一般的にソフトウェア関連特許の侵害は外
部から侵害を把握することは容易でない。さらに，一
般的に，ディープラーニングに用いられる入力データ
と教師データのセットが多い場合には，ディープラー
ニングが行われた後の結果物から，入力データや教師
データを知ることは容易ではないことから，データに
特徴を有する特許権の侵害を追及することが困難であ
る（25）。
　これらの事情を考慮すると，AI に関するプログラ
ムに基づいて権利行使を行う目的で特許出願をしてい
く戦略には，あまり利点がないように思われる。むし
ろ，AI に関するプログラムの応用技術を生み出した
場合には，ノウハウとして保持し，特許出願をするこ
とにより公開されることを避ける方がメリットが大き
いようにも思われる。
　これに対して，防衛目的や，自社に対する信頼を得
る（26）という観点から AI に関するプログラムの特許を
取得することには十分に意味があると思われる。この
際には，一定数の特許を取得する目的で，上記（1）
ア（イ）記載のとおり，ディープラーニングに用いる
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データに特徴を有する特許出願を行うという戦略が考
えられる。
　また，AI のプログラムそのものに着目するのでは
なく，視野を広げて，ビジネス関連発明（ビジネス方
法 が ICT（Information and Communicat ion 
Technology: 情報通信技術）を利用して実現された発
明）として特許出願を行うことも検討対象となろう。
　具体例の１つとして，特許庁は，IoT のモデルとし
て，（1）様々なセンサ等からデータを取得，（2）取得
されたデータを通信，（3）通信されたデータをクラウ
ド等にビッグデータ化し蓄積，（4）当該データを AI
等によって分析，（5）分析によって生まれた新たな
データを何らかのサービスへ利活用，（6）IoT におけ
るビジネスモデルの確立からなるモデルを想定した場
合，（5）の利活用や（6）のビジネスモデルの確立に
おいて，自社のビジネスモデルが化体したシステムを
ビジネス関連発明の特許として保護することが可能な
場合があるとしている（27）。
　このようなビジネス関連発明の出願件数は，近年増
加傾向で，2016 年は約 7,900 件（暫定値）である。
もっとも，日本は，全体の出願件数が世界第 3 位であ
るにも関わらず，ビジネス関連発明の分野では，相対
的に出願件数が少ないと指摘されており（28），日本に
おいても，ビジネス関連発明について特許出願をする
伸びしろがあることが示唆されている。

4�　AI に関するデータの知財戦略と知財保護にお
ける課題

　AI に関するプログラムについては，前述の通り，
アルゴリズム等の中心的な部分が既に開示されてお
り，新たに特許を取得するには難しい面がある。ま
た，開発の現場では，OSS を利用した開発が広く行
われ，プログラムがコモディティ化する傾向にあるた
め，プログラムよりも，学習させるデータによって製
品の内容・質が決まることが多くなってきている。そ
のため，AI の知財保護を考えた場合には，プログラ
ムの知財保護よりも，データの知財保護の方がより重
要となることが想定される。
　近時，大量に集積された情報（ビッグデータ）や，
いわゆる AI（人工知能）の利活用により新たなイノ
ベーションの創出の可能性が高まり，その結果として
データが企業の競争力の源泉としての価値を増してい
る。具体的には，工作機械，橋梁等のセンサから得ら

れる稼働等の状況データ，気象データ，化学物質等の
素材データ，自動車の車載センサ，ウェアラブル機
器，スマートフォン等から得られる消費等の動向や人
流データが想定されている（29）。なお，これらのデー
タは，センサ等が収集した一次データであり，生デー
タ・元データと呼ばれることもある。
　また，上記 1 記載の通り，AI のうち，特に，ディー
プラーニングが成果をあげている。その結果として，
ディープラーニングに入力データ，教師データとして
用いるデータの価値も高まっている。これらのデータ
は，一般に，上記の生データ・元データに対して，例
えば，欠損値の除去，平準化，アノテーションといっ
た加工を行って，入力データ・教師データとして利用
できるようにしたものであり，派生データと呼ばれる
こともある。そして，加工方法についても，加工者の
ノウハウであったり，加工のために前処理プログラム
が利用されることもあり，加工方法そのものが知財保
護の対象となることもある。
　そこで，本項では，以下の順で，AI に関するデータ
の知財戦略と知財保護における課題について解説する。
　まず，弁理士法の改正による弁理士の業務範囲の拡
大について説明する。
　次に，AI に関するデータについての保護のために
平成 30 年の不正競争防止法の改正により創設され，
2019 年 7 日 1 日から施行されている限定提供データ
が創設された背景，及び，限定提供データの要件につ
いて解説をする。
　そして，データにどのような知的財産が発生するか
について解説する。
　最後に，データに関する知財戦略について述べる。

　（1）　弁理士法の改正による弁理士の業務範囲の拡大
　2018 年 2 月 27 日に，弁理士法の一部改正を含む

「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が閣議決
定され，同案が第 196 回通常国会に提出され，平成 30
年 5 月 23 日に成立し，同月 30 日に「不正競争防止法
等の一部を改正する法律」（法律第 33 号）が公布され
た。この改正法は，平成 31 年 7 月 1 日から施行され
ている（不正競争防止法等の一部を改正する法律の施
行期日を定める政令，平成 30 年 9 月 7 日閣議決定）。
　この改正により，弁理士が，その名称と責務の下
で，技術上のデータ（限定提供データのうち，技術上
の情報であるもの）や規格（JIS 等）の案の作成に関
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する相談に応ずる等の業務を行えることになった（改
正弁理士法 2 条 5 項，4 条 3 項 1 号，3 号，4 号）。
　このように，AI・ビッグデータ時代に対応して，
弁理士の業務範囲が拡大されており，データ分野にお
ける弁理士の活躍が期待されている。

　（2）　限定提供データ
　ア　限定提供データが創設された背景
　限定提供データは，まさに，AI によるデータの価
値の高まりを受けて創設されたものである。
　限定提供データが創設された背景としては，前述の
通り，ビッグデータや AI の利活用により新たなイノ
ベーションの創出の可能性が高まり，その結果として
データが企業の競争力の源泉としての価値を増してい
ることがある。また，近時，益々データの量が多く
なっており，ビッグデータの処理が不可欠になってき
ている。その中で統計的な処理による有用な情報の抽
出等が行われており，その方法として，一般的な統計
的な処理の他に，ディープラーニング以外の機械学習
によって有用な情報（パラメータ，要素等）を分析的
な手法によって抽出する方法も行われている。そし
て，このように，統計的な処理や，ディープラーニン
グ以外の機械学習の進展により，ビッグデータから有
益な情報を抽出することができるようになってきてい
ることも，データの価値を高める一因になっている。
　もっとも，データを第三者と共有することにより，
当該データが秘密管理性や非公知性を満たさなくなっ
てしまい，営業秘密として保護されない場合もありう
る。例えば，商品として広く会員にデータが提供され
る場合や，秘密保持義務のない緩やかな規約に基づき
コンソーシアム内でデータが共有される場合には，秘
密管理性や非公知性が失われ，営業秘密として保護さ
れない。そのため，データ保有者が，データを広く共
有することに消極的になり，データの流通や利活用が
十分に進まない要因になっているとの指摘がなされて
いた。
　そこで，平成 30 年の不正競争防止法の改正によっ
て，価値あるデータのうち，ID・パスワード等の管
理を施した上で事業として提供されるデータについて

「限定提供データ」というカテゴリーを新たに設けて，
この限定提供データに対する悪質性の高い不正取得・
使用等を不正競争行為と位置づけることとし，差止請
求権・損害賠償請求権等の民事上の救済措置を設ける

こととなり，本年 7 月 1 日から施行されている。刑事
措置については，事例の蓄積が少ない中で事業者に過
度の萎縮効果を生じさせないようにするという観点か
ら，平成 30 年改正では導入しないこととされ，今後
の状況を踏まえて，刑事措置の導入の是非について引
き続き検討することとされた。

　イ　限定提供データの定義
　限定提供データとは，①業として特定の者に提供す
る情報として，②電磁的方法（電子的方法，磁気的方
法その他人の知覚によっては認識することができない
方法をいう。次項において同じ。）により，③相当量
蓄積され，及び管理されている，④技術上又は営業上
の情報（秘密として管理されているものを除く。）を
いう（不正競争防止法 2 条 7 項）。なお，⑤相手を特
定・限定せずに無償で広く提供されているデータにつ
いては，そのデータの自由な利用を推進するという観
点から，そのデータと同一の限定提供データを取得・
使用・開示する行為については，不正競争防止法の差
止請求・損害賠償請求等の適用が除外されている（不
正競争防止法 19 条 1 項 8 号ロ）。
　以下では，限定提供データの要件のうち，①限定提
供性，②電磁的管理性，③相当量蓄積性，④技術上又
は営業上の情報（秘密として管理されているものを除
く。）について述べる。

　（ア）　限定提供性（「業として特定の者に提供」）
　「業として」とは，データ保有者の反復継続して提
供する意思が認められる場合をいう。反復継続的に提
供している場合，又は，まだ実際にはデータ保有者が
データの提供を行っていない場合であっても，データ
保有者の反復継続して提供する意思が認められる場合
には，「業として」に該当する。例えば，データ保有
者が，翌月からデータの販売を開始する旨をウェブサ
イトで公開している場合には，原則として「業とし
て」に該当する。また，事業として提供している場合
には，基本的には「業として」に該当する（30）。
　データ保有者は，法人であるか，個人であるかを問
わない。また，営利・非営利を問わない（31）（32）。
　「特定の者」とは，一定の条件の下でデータ提供を
受ける者をいう。特定されていれば，実際にデータ提
供を受けている人数の多寡は問わないため，データ提
供を受けている人数が 1 億人でも本要件を満たす。
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　また，「特定の者」には，例えば，（ⅰ）会費を払え
ば誰でも提供を受けられるデータについて会費を支
払って提供を受ける者や，（ⅱ）データを共有するコ
ンソーシアムが，参加について一定の資格要件を課し
ている場合において，当該コンソーシアムに参加する
者も該当するとされている（33）。

　（イ）�　電磁的管理性（「特定の者に提供する情報と
して電磁的方法……により……蓄積され，及び
管理されている」）

　「電磁的方法」とは，「電子的方法，磁気的方法その
他人の知覚によっては認識することができない方法を
いう」（不正競争防止法 2 条 7 項括弧書）。
　限定提供データの要件として電磁的管理性が求めら
れるのは，データ保有者がデータを提供する際に，

「特定の者」に対してのみ提供するものとして管理す
る意思が外部に対して明確に示されることによって，

「特定の者」以外の第三者の予見可能性や，経済活動
の安定性を確保するためである（34）。
　電磁的管理性の要件が満たされるためには，特定の
者に対してのみ提供するものとして管理するという保
有者の意思を第三者が一般的にかつ容易に認識できる
かたちで管理されている必要がある（35）。
　そのため，管理措置の具体的な内容・管理の程度
は，企業の規模・業態，データの性質やその他の事情
によって異なるが，電磁的管理性の要件を満たすため
には，データ保有者が，特定の者に対してのみ提供す
るものとして管理する意思を有していることについ
て，社外の認識が可能であるような措置が取られるこ
とが必要である（36）。
　アクセス制限は，通常，ユーザの認証により行わ
れ，認証の方法としては，①特定の者のみが持つ知識
による認証（ID，パスワード，暗証番号等），②特定
の者のみが持っている物による認証（IC カード，磁
気カード，特定の端末機器，トークン等），③特定の
者の身体的特徴による認証（生体情報等）等が挙げら
れる（37）（38）。一方，例えば，DVD で提供されている
データについて，当該データの閲覧はできるが，コ
ピーができないような措置が施されている場合には，
原則として「電磁的管理性」の要件は満たさない（39）。

　（ウ）　相当蓄積性
　限定提供データは，「相当量」蓄積されていなけれ

ばならず，一定の規模が必要とされている。「相当量」
とは，個々のデータの性質に応じて，データが電磁的
方法により有用性を有する程度の量が存在しているこ
とを意味する（40）。
　どれくらいのデータ量であれば「相当量」といえる
かについて，不正競争防止法は規定を設けていないた
め，解釈に委ねられるが，「相当量」とは，個々の
データの性質に応じて，データが電磁的方法により蓄
積することによって生み出される付加価値，利活用の
可能性，取引価格，収集・解析にあたって投じられた
労力・時間・費用等が勘案されると考えられている（41）。

　（エ）�　技術上又は営業上の情報「（秘密として管理
されているものを除く。）」

　一般論として，不正競争防止法による保護が問題と
なるようなデータは，技術上又は営業上の情報に該当
するであろう。そこで，この要件で実際に問題となる
のは，定義に「但し，秘密として管理されているもの
を除く」と規定されている点である。
　「秘密として管理されているものを除く」とは，「営
業秘密」と「限定提供データ」の両方で重複して保護
を受けることを避けるための要件である（42）（43）。即ち，
あるデータが（秘密管理性を含む）営業秘密の要件を
充足すれば，営業秘密として保護され，限定提供デー
タとして重ねて保護されることはない。
　例えば，料金を支払えば会員になれる会員限定デー
タベース提供事業者が，会員に対し，当該データにア
クセスできる ID・パスワードを付与する場合は，原
則として「秘密として管理されているもの」には該当
しない（44）。

　ウ　限定提供データに係る不正競争行為
　不正の手段により限定提供データを取得したものと
して不正競争行為となるのは，典型的には，ID とパ
スワードを付与された者しかアクセスできないデータ
ベースに，外部者が，ID とパスワードを盗んでアク
セスするような行為である。
　限定提供データについて不正競争行為とされるの
は，以下の行為である（不正競争防止法 2 条 1 項 11
～16 号）。
①　不正取得類型
　権原のない外部者が，窃取・詐欺・脅迫等の不正の
手段により限定提供データを取得，使用，開示（第三
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者提供）する行為である。この類型に当たるものとし
て，例えば，正規会員の ID・パスワードをその会員
の許諾なく用いて，データ提供事業者のサーバに侵入
し，正規会員のみに提供されているデータを自分のパ
ソコンにコピーする行為が挙げられる（45）。
②　著しい信義則違反類型
　限定提供データを正当に取得した者が，不正の利益
を得る目的又はデータ提供者に損害を加える目的で，
限定提供データを，横領・背任に相当するような態様
で使用する行為，又は開示する行為である。この類型
に当たるものとして，例えば，データ提供者のための
分析を委託されてデータ提供を受けていたにもかかわ
らず，その委託契約において委託された業務の目的外
の使用が禁じられていることを認識しながら，無断
で，そのデータを目的外に使用して，他社向けのソフ
トウェアを開発し，不正の利益を得る行為が挙げられ
る。
③　転得類型（取得時悪意型）
　取得時に限定提供データについて不正行為が介在し
たことを知っている者が，当該不正行為にかかる限定
提供データを取得，使用，開示する行為である。な
お，「営業秘密」とは異なり，入手経路への注意義務
が転得者に課されないよう，重過失の者は対象外と
なっている。この類型（取得時悪意型）に当たるもの
として，例えば，不正アクセス行為によって取得され
たデータであることを知りながら，当該行為を行った
ハッカーからそのデータを受け取る行為や，その後，
自社のプログラム開発に当該データを使用する行為が
挙げられる。
④　転得類型（事後的悪意型）
　取得時に限定提供データについて不正行為が介在し
たことを知らずに取得した者が，その後，不正行為の
介在を知った場合に，データ提供者との契約等に基づ
いて取得した権原の範囲を超えて，限定提供データを
開示する行為である。この類型（事後的悪意型）に当
たるものとして，例えば，データ流通事業者が，デー
タを仕入れた後において，そのデータの提供元が，不
正取得行為を行ったという事実を知ったにもかかわら
ず，その後も，自社の事業として，当該データの転売
を継続する行為がこれに当たる。他方で，悪意に転じ
る前に，その提供元と結んだ契約等に基づいて取得し
た権原の範囲内で開示する行為は，悪意に転じた後で
あっても，不正競争行為には該当しない。

　エ　営業秘密に係る不正競争行為との相違点
　上記①～④で述べた限定提供データについて不正競
争行為は，営業秘密における不正競争と概ね同じであ
るが，以下の点が異なる。
　第 1 に，著しい信義則違反類型（限定提供データを
正当に取得した者が，不正の利益を得る目的又はデー
タ提供者に損害を加える目的で，限定提供データを使
用する行為）については，限定提供データでは，限定
提供データの管理に係る任務に違反する横領・背任に
相当するような態様のものに限って，不正競争行為と
なる。なお，横領・背任に相当するような態様として
は，例えば，以下のような行為が考えられている（46）。
・ データ提供者が商品として提供しているデータにつ

いて，専ら提供者のための分析を委託されてデータ
提供を受けていたにもかかわらず，その委託契約に
おいて目的外の使用が禁じられていることを認識し
ながら，無断で当該データを目的外に使用して，他
社向けのソフトウェアを開発し，不正の利益を得る
行為

・ コンソーシアムやプラットフォーマー等のデータ提
供者が会員にデータを提供する場合において，第三
者への提供が禁止されているデータであることが書
面による契約で明確にされていることを認識しなが
ら，当該会員が金銭を得る目的で，当該データを
データブローカーに横流し販売し，不正の利益を得
る行為

　第 2 に，限定提供データの転得者については，不正
競争行為とされるのは，不正行為が介在していたこと
を知っていた場合に限られ，知らなかったことについ
て重過失があった場合は含まれない。
　第 3 に，転得者が，事後的に不正行為が介在してい
たことを知った場合には，限定提供データの「使用」
は不正競争行為とならない。また，その場合，限定提
供データを「開示」する行為は不正競争行為となる
が，その行為がデータ提供者との契約等で取得した権
原の範囲を超えなければ，損害賠償請求，差止請求等
の対象外とされている。
　第 4 に，営業秘密では，営業秘密を使用することに
より生じた物の譲渡も不正競争とされている（不正競
争防止法 2 条 1 項 10 号）が，限定提供データを使用
することによって生じた物の譲渡については，不正競
争とされていない（営業秘密における不正競争防止法
2 条 1 項 10 号と同様の規定が設けられていない）。こ



AI の知財戦略と知財保護における課題

パテント 2019 － 34 － Vol. 72　No. 8

れは，限定提供データを使用することによって生じる
物の価値に対する限定提供データの寄与度等が現時点
では判然としないためであるとされている。そのた
め，例えば，不正取得した限定提供データを用いて作
成されたプログラムを譲渡する行為は，不正競争行為
とはならない。

　オ　限定提供データに係る不正競争行為に対する措置
　限定提供データに係る不正競争行為に対しては，営
業秘密の場合と同様に，差止め，損害賠償，信用回復
措置等の民事上の措置が適用される（不正競争防止法
3 条，4 条，14 条）。また，損害賠償については，損
害額の推定規定（不正競争防止法 5 条）も適用される。
　限定提供データについての刑事措置は，上記ア記載
のとおり，平成 30 年改正では導入せず，今後の状況
を踏まえて引き続き検討することとされた。

　（3）　データの知財保護における課題
　ア　特許による保護における課題
　特許法の保護対象である発明とは，「自然法則を利
用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」

（特許法 2 条 1 項）。
　「技術」とは，一定の目的を実現するための何らか
の具体的態様や構成を有していることを要するととも
に，その手段が実施可能であり，かつ，反復可能であ
ることを要求されているものと解される。また，情報
の単なる提示は，「技術的思想」と評価されない（47）。
　特許庁の審査においては，以下のように取り扱われ
ている。まず，データが「情報の単なる提示（提示さ
れる情報の内容にのみ特徴を有するものであって，情
報の提示を主たる目的とするもの）」であるものにつ
いては，発明の要件のうち，「技術的思想ではない」
ため，発明には該当しないものとされる（48）。それ以
外のもののうち，「構造を有するデータ」（「データ要
素間の相互関係で表される論理的構造を有するデー
タ」）及び「データ構造」（「データ要素間の相互関係
で表される，データの有する論理的構造」）がプログ
ラムに準ずるもの（49）である場合には，これらをソフ
トウェアと同様の基準（50）で，発明に該当するかにつ
いて判断される（51）。そして，発明に該当すると判断
された場合において，さらに，新規性（特許法 29 条
1 項），進歩性（特許法 29 条 2 項）等の要件を充足し
たときに特許されることになる。

　以上からすると，データ自体が，発明（「自然法則
を利用した技術的思想の創作」）に該当し，さらに，
特許になる場合は少ないものと思われる。
　他方，データの取得方法や加工方法については，情
報処理装置・方法などとして，特許になる場合はあり
うる。データについては，いかに大量かつ質の高い
データを取得するかということや，データを機械学習
などによる分析・解析のためにどのように加工するか
ということが重要であるから，データの取得方法や加
工方法について特許を取得することは十分検討に値す
るといえよう。

　イ　実用新案による保護における課題
　実用新案法の保護対象は，「物品の形状，構造又は
組合せに係る考案 」である（1 条，3 条 1 項柱書）。
従って，無体物であるデータは保護対象にならない。

　ウ　著作権による保護における課題
　著作権法の保護対象である著作物とは，「思想又は
感情を創作的に表現したものであつて，文芸，学術，
美術又は音楽の範囲に属するものをいう」（著作権法
2 条 1 項 1 号）。
　そのため，一般的に事実を示すデータ自体が創作性
を有することはほとんどない。京都大学博士論文事件
では，裁判所は，「実験結果等のデータ自体は，事実
又はアイディアであって，著作物ではない以上，その
ようなデータを一般的な手法に基づき表現したのみの
グラフは，多少の表現の幅はあり得るものであって
も，なお，著作物としての創作性を有しないものと解
すべきである。」と判示し，事実を示すデータと，そ
れを一般的な手法で表現したグラフについて，創作性
がないものとして，著作物にあたらないとしている（52）。
　また，著作権法では，データそのものではなくデー
タ集積物の一類型であるデータベースについて，一定
の要件を満たすものについてはデータベースの著作物
として保護対象としている。即ち，データベースを

「論文，数値，図形その他の情報の集合物であつて，
それらの情報を電子計算機を用いて検索することがで
きるように体系的に構成したものをいう」（著作権法
2 条 1 項 10 号の 3）と定義した上で，「データベース
でその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を
有するものは，著作物として保護する」（著作権法 12
条の 2）としている。しかし，独自の基準で情報が選
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択されたり，独自の体系を有するデータベースは汎用
性もなく，使い勝手が悪いため，AI を学習させるた
めに作成されたデータベースの多くは，一般的な情報
の選択・体系的な構成のものとなり，「情報の選択又
は体系的な構成によつて創作性を有する」場合は少な
いものと思われる。従って，AI を学習させるために
作成されたデータベースに著作権が発生する可能性は
比較的低いと思われる。
　他方で，著作物に該当するデータを利用する場合と
して，誰でも容易にアクセスすることができるウェブ
サイトから自由にダウンロードすることができる画像
等をディープラーニング用の入力データ，教師データ
等として用いることが考えられる。
　もっとも，このような場合には，通常は，著作権の
制限規定である「情報解析……の用に供する場合」

（著作権法 30 条の 4 第 2 号）に該当し，著作権侵害は
成立しない。同様に，誰でも容易にアクセスすること
ができるウェブサイトから自由にダウンロードするこ
とができる画像等を情報解析する場合も，通常は，著
作権の制限規定である「情報解析……の用に供する場
合」（著作権法 30 条の 4 第 2 号）に該当し，著作権侵
害は成立しない。
　このようにデータを著作権で保護できるのは限定的
である点が課題である。

　エ　不正競争防止法による保護における課題
　データについては，営業秘密又は限定提供データと
して，不正競争防止法によって保護することが考えら
れる（53）。
　（ア）�　データに関する営業秘密の知財保護における

課題
　営業秘密とは，「秘密として管理されている生産方
法，販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営
業上の情報であって，公然と知られていないものをいう」

（不正競争防止法 2 条 6 項）。一般的には，この営業秘
密の定義から，秘密管理性，有用性，及び非公知性の
3 つが営業秘密の要件であると言われている（54）（55）。
　データが，上記 3 要件を満たす場合には営業秘密に
該当する。
　そして，「営業秘密」を保有する者は，窃取・詐欺・
脅迫等の不正の手段により「営業秘密」を取得する行
為（56）や，不正の手段により取得した営業秘密を使用
又は開示する行為等（不正競争防止法 2 条 1 項 4 号～

10 号）に対して，差止請求，損害賠償請求，信用回
復措置請求をすることができる（不正競争防止法 3，
4，14 条）。また，民事上の不正競争行為（不正競争
防止法 2 条 1 項 4 号～10 号）に含まれる行為のうち，
特に違法性が高いと認められる行為について，営業秘
密侵害罪として刑事責任が定められている（同 21 条
1 項・3 項）。
　もっともデータを利活用するため比較的広く共有す
るデータについて営業秘密としての要件を満たすこと
が難しい点が課題である。

　（イ）　限定提供データの知財保護における課題
　限定提供データの要件は，上記（2）イ記載の通り
である。
　限定提供データは，上記（2）ア記載のとおり，
ディープラーニングに利用するためのデータや，
ディープラーニング以外の機械学習によって分析を行
うビッグデータを念頭において創設されたものである
から，電磁的管理性等の要件を満たす管理を行えば，
これらのデータが限定提供データとして保護される場
合が比較的多くなるものと思われる。
　そして，上記（2）イ（エ）記載のとおり，ある
データが，営業秘密の要件を充足する場合には，営業
秘密として保護されるのであり，あるデータが，営業
秘密と限定提供データの両方で保護されることはない
点には注意が必要である。

　（4）　AI に関するデータの知財戦略
　ア　限定提供データによる保護の重要性
　上記（2）ア記載のとおり，ディープラーニングが
成果をあげていること，及び，ビッグデータの分析が
向上していることにより，益々，データの重要性が高
まってきている。従って，AI に関するデータの知財
戦略として，できる限りのデータを営業秘密や限定提
供データ等の知的財産として保護・管理していくこと
が考えられる。営業秘密の保護・管理の方法について
は，従前からの議論や裁判例が積み重ねられており，
これを活用することができる。
　もっとも，AI に関するデータについては，コン
ソーシアム内，企業間，研究機関間で広く共有したい
というニーズがある場合がある。また，広くデータを
共有することは AI の開発において有益な場合も多い
と考えられる。
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　しかし，広く共有するデータについて営業秘密とし
ての保護は困難である。また，現行法の下では，前述
の通り知的財産権による保護は容易ではない。そこ
で，AI に関するデータの保護の方法として限定提供
データの活用が考えられる。限定提供データは新しい
概念であり，また，まさに AI によるデータの価値の
高まりを受けて創設されたものであるから，下記イ記
載の限定提供データとして保護するための方策を採る
ことが重要である。

　イ　限定提供データとして保護するための方策
　データを限定提供データとして保護するためには，
限定提供データの管理に関するルールを策定し，当該
ルールに基づく適切な管理を行うことが重要である。
　限定提供データは「情報」であるため，同様に「情
報」である営業秘密の管理が参考になる。
　営業秘密については，適切な秘密管理規程を作成し，
その秘密管理規程に基づく管理をすることにより，訴
訟において営業秘密の中で最も激しく争われる秘密管
理性の要件が認められ易くすることが望ましい（57）。
そのため，同様に，限定提供データについても，一定
の管理規程に基づく管理により電磁的管理性が認めら
れ易くすることが望ましい。さらに，限定提供データ
に対して，技術的に IT システム上のアクセス制限を
加えるといったアーキテクチャ上の保護をすることが
必要であろう。
　また，限定提供データについての適切な管理を行う
という観点からは，営業秘密と同様，従業員から入社
時，異動時，プロジェクトの参加時，退職時等のタイ
ミングで，誓約書，秘密保持契約書等を取得すること
が有益である（58）。そのため，同様に，限定提供デー
タについても，誓約書，秘密保持契約書等の対象に含
めることが望ましい。
　そして，社内で営業秘密に該当することを想定して
いる情報についても，限定提供データの要件（正確に
は，限定提供データの要件のうち，「秘密として管理
されているものを除く」という要件以外の要件）も充
足する可能性がある場合には，限定提供データとして
保護し得るように管理等をすることが有益である。営
業秘密の場合，訴訟においては，様々な証拠等に基づ
いて，秘密管理性の要件を充足しているか否かを判断
するため，予測可能性が低い面がある。これに対し
て，限定提供データの電磁的管理性の要件は，適切な

認証の措置が施されていれば認められる可能性が高い
と思われるため，予測可能性が高い。従って，営業秘
密に該当することを想定している情報についても，限
定提供データの要件も充足する可能性がある場合に
は，限定提供データとして保護し得るように管理等を
することが望ましい。

　ウ�　データの増大と，クラウドコンピューティング
サービスの利用

　企業がディープラーニングを利用するためには，膨
大なデータを管理するためのストレージや，膨大な計
算処理をするためのコンピュータ処理能力が必要とな
る。また，ディープラーニングにおける膨大なデータ
の高速な処理を行うために重要である GPU（59）を各企
業で揃えることは容易ではない。また，ディープラー
ニングを利用しないとしても，今後，益々，データの
量が増大し，データ管理の負担が大きくなっていくこ
とが想定される。
　このように，データ管理の負担への対応策として，
クラウドコンピューティング（60）サービスを利用する
ことが考えられる。経済産業省が策定する営業秘密管
理指針が 2019 年 1 月 23 日に改訂されたが，秘密管理
性については，クラウドコンピューティングサービス
を利用して，営業秘密を外部のサーバ（クラウドコン
ピューティングサービス事業者が保有及び管理をする
サーバ）で保管及び管理する場合においても，秘密と
して管理されていれば，秘密管理性が失われるわけで
はない旨が追記された（61）。これは，AI（深層学習）
を用いてプログラムを作成するための機械学習データ
の典型例である工場の機器の稼働データ，人の行動
データ等の膨大なデータを効率的に収集・分析するた
めに，クラウドコンピューティングサービスを利用し
た外部のサーバによる管理が行われることが想定され
ることを踏まえてのものである（62）（63）。
　このように，AI の進展とビッグデータへの対応の
ためには，クラウドコンピューティングサービスの利
用を検討することが望ましい。

5　AI に関するノウハウと知的財産による保護
　AI のうち，特にディープラーニングに関しては，
様々なノウハウが存在する。
　例えば，ディープラーニングを行う前のプログラム
において，色々な条件を決めることが必要になる。例



AI の知財戦略と知財保護における課題

Vol. 72　No. 8 － 37 － パテント 2019

えば，ニューロンの層の数，各層のニューロンの数，
全体のニューロンの数，学習回数，入力データの加工
方法等を決めることが必要になる。しかも，これらの
条件は，何を目的とするプログラムであるか，入力
データ・教師データの量・質，当該プログラムに求め
られる精度等によって変わり得る。
　そのため，画一的にこれらの要素を決めることはで
きないため，経験によって得られるノウハウが重要に
なってくる。これらノウハウとなる知見は特許等とし
て公開するよりも，営業秘密として管理し，不正競争
防止法によって保護していくことが有益な場合が多い
ように思われる。
　なお，これらのノウハウとなる知見は，基本的に
は，プログラム等の作成をするベンダ側に集まること
が多いため，一般的な企業としては，このような知見
を蓄積していくことは容易ではないと思われる（64）。

6　アーキテクチャによる保護
　アメリカの法学者のローレンス・レッシグは，規制
は，法，社会の規範，市場，アーキテクチャの 4 つに
よってなされると分析している（65）。そして，サイバー
空間では，それを形作るソフトウェアとハードウェア
が人の振る舞いに対する制約を構成する。レッシグは
サイバー空間において人の振る舞いを規制するアーキ
テクチャを「コード」と名づけている。

　コードの例としては，ID や PW によるアクセス制
限や，コピー防止機能によるコピー制限などがある。
このようなコードは，技術的に迂回できる方法はある
かもしれないが，一般人からすれば，アクセス権がな
いデータにはそもそもアクセスすらできないといった
ように，強力な規制となる。
　データについても，法，社会の規範，市場といった
制約が存在するが，前述の通り，データに対する法律

【図 2】（66）

市場

アーキテクチャ 法

規範

による権利保護は限定的であり，またデータ保護に対
する社会の規範は弱いといわざるを得ないのが現状で
ある。他方で，データは，電子化されているため IT
技術によるコントロールが比較的容易である。そこ
で，データの知財保護については，法律（契約を含
む）による保護だけではなく，アーキテクチャによる
保護も併せて考えることがより一層重要であるように
思われる。

7　AI に関する知財のオープン・クローズ戦略
　最近は，AI ソフトウェア開発に習熟したユーザ

（開発の委託者）の中には，AI ソフトウェア開発を，
自社のコアビジネス部分に関する開発とノンコアビジ
ネス部分に関する開発に分けた上で，コアビジネス部
分については，ユーザの権利の確保を図る一方で，ノ
ンコアビジネス部分については，ユーザの権利の確保
を求めないという動きも見られる（67）。
　ユーザとしては，AI 開発において，自らのコアビ
ジネスにとって重要であり，秘密性の高いデータを使
用する場合には，その成果を他社に利用されたくない
と考えるのが通常である。しかし，例えば，秘密性の
高いデータを使用しない場合には，ベンダ（開発受託
者）による成果物やデータの広い利用を認めてもよく，
その方が開発促進による成果の享受と開発費の抑制の
恩恵を受けることができる。ユーザが成果物やデータ
を囲い込んでしまうと，他人の成果物やデータを利用
できなくなってしまうことも多く，開発が非効率とな
り，技術発展から取り残されてしまう恐れもある。
　ベンダとしても，高度かつ効率的な開発をするため
には，成果物やデータの広い利用が認められることが
望ましいことはいうまでもない。しかし，ベンダとし
ても，ユーザが提供するデータや，それに基づいて生
成される成果物についてユーザの意向を無視すること
はできない。
　そこで，AI に関する知財についても，当事者の
ニーズを考慮しながら，オープンにするものとクロー
ズにするものを切り分けて，知財の権利帰属や利用条
件を決定することは合理的な選択であるといえる。こ
のような考え方は，一般的な意味での知財のオープ
ン・クローズ戦略（68）と必ずしも一致するものではな
いが，他社に解放する領域と自社で囲い込む領域を分
けて対応するという意味で，AI に関する知財につい
ても，オープン・クローズ戦略を取ることが有効な戦
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略となる場合があると考えられる。
　他方で，AI に関する知財を全て自社に囲い込む戦
略は，AI 技術に一社のリソースのみで対応すること
は困難な現実に鑑みると，多くの企業にとっては，他
社の有益な技術やデータを利用できないため，競争か
ら脱落するリスクを孕むものといえよう。

8　まとめ
　以上において，AI に関するプログラム，データ，
及びノウハウの知財戦略と知財保護における課題につ
いて述べた。AI に関する知財保護については，ベン
ダ以外の企業にとって，保護していくことが重要とな
るのは，主にデータであると思われる。データについ
ては，法律的には，営業秘密や限定提供データとして
の保護対策を進めることが重要であると考える。特に
広く共有するデータについては，限定提供データとし
て保護することが考えられる。また，併せてアーキテ
クチャによる技術的手段による保護の重要性も増して
いくと考えられる。さらに，AI に関する知財戦略に
ついては，オープン・クローズ戦略が有効な戦略とな
る場合があると考えられる。
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